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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを復号する方法であって、
　複数のレイヤを備える符号化されたビデオビットストリームにアクセスするステップで
あって、前記符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセスユニットを含み、第
1のアクセスユニットがシーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを含み、第2の
アクセスユニットがイントラランダムアクセスポイントピクチャを含み、前記第1のアク
セスユニットの後にある復号順序において次の後続のアクセスユニットである、ステップ
と、
　復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきであることを示す値で
あるものとして再初期化フラグを導出するステップであって、前記第2のアクセスユニッ
トが、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニ
ットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニットであることに基づいて
、前記再初期化フラグが前記値であるものとして導出される、ステップと、
　前記再初期化フラグの前記導出された値に基づいて前記第2のアクセスユニットにおい
て復号を再初期化するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第2のアクセスユニットが、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネッ
トワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニ
ットであることに基づいて、前記第2のアクセスユニットにおいて前記複数のレイヤの各
々の復号を再初期化するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のアクセスユニットが前記符号化されたビデオビットストリームのベースレイ
ヤ中の前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを含み、前記第2のアクセ
スユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピクチャを含
み、前記第2のアクセスユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセス
ポイントピクチャを含むこと、および前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了
ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセス
ユニットであることに基づいて、復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化さ
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れる、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、瞬
時復号リフレッシュピクチャを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、ク
リーンランダムアクセスピクチャを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記第2のアクセスユニットのフラグが、前記第2のアクセスユニットが、前記第1のア
クセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号
順序において前記次の後続のアクセスユニットであるとき、ある値に設定され、前記値が
、前記復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきであることを示す
、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記フラグがNoClrasOutputFlagを含み、前記値が1という値である、請求項6に記載の
方法。
【請求項８】
　前記第2のアクセスユニットにおいて前記復号を再初期化するステップが、前記第2のア
クセスユニットと関連付けられる、1つまたは複数のランダムアクセススキップ先行ピク
チャ、または、1つまたは複数のクロスレイヤランダムアクセススキップ先行ピクチャを
廃棄するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、
　プロセッサとを備え、前記プロセッサが、
　　前記メモリから複数のレイヤを備える符号化されたビデオビットストリームにアクセ
スすることであって、前記符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセスユニッ
トを含み、第1のアクセスユニットがシーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニット
を含み、第2のアクセスユニットがイントラランダムアクセスポイントピクチャを含み、
前記第1のアクセスユニットの後にある復号順序において次の後続のアクセスユニットで
ある、アクセスすることと、
　　復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきであることを示す値
であるものとして再初期化フラグを導出することであって、前記第2のアクセスユニット
が、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニッ
トの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニットであることに基づいて、
前記再初期化フラグが前記値であるものとして導出される、導出することと、
　　前記再初期化フラグの前記値に基づいて前記第2のアクセスユニットにおいて復号を
再初期化することとを行うように構成される、装置。
【請求項１０】
　前記第2のアクセスユニットが、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネッ
トワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニ
ットであることに基づいて、前記プロセッサが、前記第2のアクセスユニットにおいて前
記複数のレイヤの各々の復号を再初期化するように構成される、請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第1のアクセスユニットが前記符号化されたビデオビットストリームのベースレイ
ヤ中の前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを含み、前記第2のアクセ
スユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピクチャを含
み、前記第2のアクセスユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセス
ポイントピクチャを含むこと、および前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了
ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセス
ユニットであることに基づいて、復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化さ
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れる、請求項9に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、瞬
時復号リフレッシュピクチャまたはクリーンランダムアクセスピクチャの少なくとも1つ
または複数を含む、請求項9に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第2のアクセスユニットのフラグが、前記第2のアクセスユニットが、前記第1のア
クセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号
順序において前記次の後続のアクセスユニットであるとき、ある値に設定され、前記値が
、前記復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきであることを示す
、請求項9に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第2のアクセスユニットにおいて前記復号を再初期化することが、前記第2のアクセ
スユニットと関連付けられる、1つまたは複数のランダムアクセススキップ先行ピクチャ
、または、1つまたは複数のクロスレイヤランダムアクセススキップ先行ピクチャを廃棄
することを含む、請求項9に記載の装置。
【請求項１５】
　ビデオデータを処理する方法であって、
　複数のレイヤを備える第1の符号化されたビデオビットストリームを取得するステップ
であって、前記第1の符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセスユニットを
含む、ステップと、
　複数のレイヤを備える第2の符号化されたビデオビットストリームを取得するステップ
であって、前記第2の符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセスユニットを
含む、ステップと、
　前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中のアクセスユニットを前記第2の符号
化されたビデオビットストリーム中のアクセスユニットと組み合わせることによって、お
よび、シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを前記第1の符号化されたビデ
オビットストリームの第1のアクセスユニットに挿入することによって、第3の符号化され
たビデオビットストリームを生成するステップであって、前記第2の符号化されたビデオ
ビットストリームの第2のアクセスユニットが、イントラランダムアクセスポイントピク
チャを含み、前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを伴う前記第1のア
クセスユニットの後にある復号順序において次の後続のアクセスユニットである、ステッ
プと、
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームを送信するステップであって、前記第1
のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある
復号順序において前記次の後続のアクセスユニットである前記第2のアクセスユニットが
、前記第3の符号化されたビデオビットストリームの復号が前記第2のアクセスユニットに
おいて再初期化されるようにする、ステップと、
　を備える、方法。
【請求項１６】
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームが復号されるべきであると決定するス
テップであって、前記第3の符号化されたビデオビットストリームが、前記第1のアクセス
ユニット以前の前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中の前記アクセスユニッ
トと、続いて、前記第2のアクセスユニット以後の前記第2の符号化されたビデオビットス
トリーム中の前記アクセスユニットとを含む、ステップと、
　前記第2の符号化されたビデオビットストリームの復号が、前記イントラランダムアク
セスポイントピクチャを含む前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきで
あると決定するステップと、
　前記第1のアクセスユニット以前の前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中の
前記アクセスユニットを、前記第2のアクセスユニット以降の前記第2の符号化されたビデ
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オビットストリーム中の前記アクセスユニットと組み合わせることによって、および、前
記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを前記第1のアクセスユニットに挿
入することによって、前記第3の符号化されたビデオビットストリームを生成するステッ
プとをさらに備える、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第1の符号化されたビデオビットストリームおよび前記第2の符号化されたビデオビ
ットストリームが、同じ符号化されたビデオビットストリームの一部であり、前記第2の
アクセスユニットが、前記同じ符号化されたビデオビットストリームにおいて前記第1の
アクセスユニットの後にある復号順序において後続のアクセスユニットである、請求項15
に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームの複数のレイヤの各レイヤの復号が、
前記第2のアクセスユニットが、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネット
ワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニッ
トであることに基づいて、前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化される、請求項1
5に記載の方法。
【請求項１９】
　前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットが前記第3の符号化されたビデ
オビットストリームのベースレイヤ中の前記第1のアクセスユニットに挿入され、前記第2
のアクセスユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピク
チャを含み、前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピクチャを含
み、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニッ
トの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニットである、前記第2のアク
セスユニットが、前記第3の符号化されたビデオビットストリームの復号が前記第2のアク
セスユニットにおいて再初期化されるようにする、請求項15に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、瞬
時復号リフレッシュピクチャを含む、請求項15に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、ク
リーンランダムアクセスピクチャを含む、請求項15に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第2のアクセスユニットのフラグが、前記第2のアクセスユニットが、前記第1のア
クセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号
順序において前記次の後続のアクセスユニットであるとき、ある値に設定され、前記値が
、前記復号が前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきであることを示す
、請求項15に記載の方法。
【請求項２３】
　前記フラグがNoClrasOutputFlagを含み、前記値が1という値である、請求項22に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記第2のアクセスユニットにおいて前記復号を再初期化するステップが、前記第2のア
クセスユニットと関連付けられる、1つまたは複数のランダムアクセススキップ先行ピク
チャ、または、1つまたは複数のクロスレイヤランダムアクセススキップ先行ピクチャを
廃棄するステップを含む、請求項15に記載の方法。
【請求項２５】
　ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、
　プロセッサであって、
　　前記メモリから複数のレイヤを備える第1の符号化されたビデオビットストリームを
取得することであって、前記第1の符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセ
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スユニットを含む、取得することと、
　　前記メモリから複数のレイヤを備える第2の符号化されたビデオビットストリームを
取得することであって、前記第2の符号化されたビデオビットストリームが複数のアクセ
スユニットを含む、取得することと、
　　前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中のアクセスユニットを前記第2の符
号化されたビデオビットストリーム中のアクセスユニットと組み合わせることによって、
および、シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを前記第1の符号化されたビ
デオビットストリームの第1のアクセスユニットに挿入することによって、第3の符号化さ
れたビデオビットストリームを生成することであって、前記第2の符号化されたビデオビ
ットストリームの第2のアクセスユニットが、イントラランダムアクセスポイントピクチ
ャを含み、前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを伴う前記第1のアク
セスユニットの後にある復号順序において次の後続のアクセスユニットである、生成する
ことと
　を行うように構成されるプロセッサと、
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームを送信するように構成される送信機で
あって、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユ
ニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニットである前記第2のア
クセスユニットが、前記第3の符号化されたビデオビットストリームの復号が前記第2のア
クセスユニットにおいて再初期化されるようにする、送信機と、
　を備える、装置。
【請求項２６】
　前記プロセッサが、
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームが復号されるべきであると決定するこ
とであって、前記第3の符号化されたビデオビットストリームが、前記第1のアクセスユニ
ット以前の前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中の前記アクセスユニットと
、続いて、前記第2のアクセスユニット以後の前記第2の符号化されたビデオビットストリ
ーム中の前記アクセスユニットとを含む、決定することと、
　前記第2の符号化されたビデオビットストリームの復号が、前記イントラランダムアク
セスポイントピクチャを含む前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化されるべきで
あると決定することと、
　前記第1のアクセスユニット以前の前記第1の符号化されたビデオビットストリーム中の
前記アクセスユニットを、前記第2のアクセスユニット以降の前記第2の符号化されたビデ
オビットストリーム中の前記アクセスユニットと組み合わせることによって、および、前
記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットを前記第1のアクセスユニットに挿
入することによって、前記第3の符号化されたビデオビットストリームを生成することと
　を行うように構成される、請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第1の符号化されたビデオビットストリームおよび前記第2の符号化されたビデオビ
ットストリームが、同じ符号化されたビデオビットストリームであり、前記第2のアクセ
スユニットが、前記同じ符号化されたビデオビットストリームにおいて前記第1のアクセ
スユニットの後にある復号順序において後続のアクセスユニットである、請求項25に記載
の装置。
【請求項２８】
　前記第3の符号化されたビデオビットストリームの複数のレイヤの各レイヤの復号が、
前記第2のアクセスユニットが、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネット
ワーク抽象化レイヤユニットの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニッ
トであることに基づいて、前記第2のアクセスユニットにおいて再初期化される、請求項2
5に記載の装置。
【請求項２９】
　前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニットが前記第3の符号化されたビデ
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オビットストリームのベースレイヤ中の前記第1のアクセスユニットに挿入され、前記第2
のアクセスユニットが前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピク
チャを含み、前記ベースレイヤ中の前記イントラランダムアクセスポイントピクチャを含
み、前記第1のアクセスユニットの前記シーケンス終了ネットワーク抽象化レイヤユニッ
トの後にある復号順序において前記次の後続のアクセスユニットである、前記第2のアク
セスユニットが、前記第3の符号化されたビデオビットストリームの復号が前記第2のアク
セスユニットにおいて再初期化されるようにする、請求項25に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第2のアクセスユニットの前記イントラランダムアクセスポイントピクチャが、瞬
時復号リフレッシュピクチャまたはクリーンランダムアクセスピクチャの少なくとも1つ
または複数を含む、請求項25に記載の装置。
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